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名
古
屋
高
裁
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介
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新　
　

井　
　
　
　
　

剛

一　

序

筆
者
は
、
か
つ
て
本
誌
に
、
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
（
平
成
二
七
年
（
ワ
）
第
二
三
六
号
）
を
契
機
と
し
て
、
犯

罪
利
用
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
に
お
け
る
金
融
機
関
の
注
意
義
務
と
そ
の
責
任
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
た
。
こ
の
論
文
で
は
、

犯
罪
利
用
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
が
金
融
機
関
の
預
金
規
定
ま
た
は
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の

支
払
等
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
の
当
否

に
関
す
る
一
六
個
の
先
例
に
関
す
る
事
案
と
判
旨
を
紹
介
・
分
析
し
た
上
で
、
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
に
関
し
て
、

合
計
七
個
の
観
点
か
ら
非
常
に
問
題
が
あ
る
旨
を
詳
細
に
論
じ
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（
平
成
二
八
年
（
ネ
）
第

一
五
〇
号
）
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
稿
の
続
稿
と
し
て
、
未
公
刊
で
あ
る
こ
の
控
訴
審
判
決
の
判
旨
を
紹
介
す
る
と
と

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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も
に
、
そ
の
内
容
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

以
下
で
は
、
ま
ず
二
で
、
両
判
決
の
事
案
を
今
一
度
確
認
す
る
と
と
も
に
、
三
で
、
原
審
で
あ
る
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二

日
判
決
（
原
判
決
）
の
判
旨
を
紹
介
し
、
四
で
、
前
稿
で
詳
述
し
た
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
（
原
判
決
）
の
問
題
点

の
要
旨
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
五
で
、
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（
本
判
決
）
の
判
旨
を
紹
介
し
て
、

六
以
下
で
、
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（
本
判
決
）
の
内
容
を
分
析
・
検
討
し
、
最
後
に
、
以
上
の
検

討
を
踏
ま
え
て
立
法
論
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。

二　

両
判
決
の
事
実
の
概
要

本
件
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１　

原
告
X1
は
、
健
康
セ
ミ
ナ
ー
を
主
催
す
る
女
性
で
あ
り
、
原
告
X2
会
社
及
び
原
告
X3
会
社
は
、
X1
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
関

連
会
社
で
あ
る
。
X2
会
社
及
び
X3
会
社
の
所
在
地
は
、
X1
の
住
所
地
と
同
一
で
あ
る
。
X1
ら
は
、
被
告
Y
銀
行
（
株
式
会
社
北
陸

銀
行
）
の
支
店
に
普
通
預
金
口
座
等
を
有
し
て
い
た
。
富
山
県
警
南
砺
警
察
署
長
は
、
Y
八
尾
支
店
長
及
び
Y
越
前
町
支
店
長
に
対

し
、「
預
金
口
座
等
の
凍
結
依
頼
に
つ
い
て
」と
題
す
る
平
成
二
七
年
七
月
九
日
付
け
文
書
に
よ
り
、次
の
口
座
の
凍
結
を
依
頼
し
た
。

X1
の
本
件
口
座
一
（
平
成
二
七
年
七
月
一
〇
日
時
点
の
残
高
は
、
五
一
三
九
万
九
二
九
四
円
）

本
件
口
座
二
（
同
、
一
五
四
万
九
八
二
七
円
）

本
件
口
座
三
（
同
、
二
〇
万
〇
〇
一
四
円
）

X2
の
本
件
口
座
四
（
同
、
四
四
二
万
九
四
六
四
円
）
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X3
の
本
件
口
座
五
（
同
、
一
一
八
九
万
五
一
五
五
円
）

２　

Y
の
八
尾
支
店
は
、
本
件
口
座
一
、
同
四
、
同
五
に
つ
い
て
、
同
月
一
三
日
に
、
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回

復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
（
及
び
預
金
規
定
）
に
基
づ
き
、
預
金
取
引
の
停
止
措
置
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
Y

の
越
前
町
支
店
、
本
件
口
座
二
、
同
三
に
つ
い
て
、
同
月
一
四
日
に
、
法
三
条
一
項
（
及
び
預
金
規
定
）
に
基
づ
き
、
預
金
取
引
の

停
止
措
置
を
実
施
し
た
。

３　

そ
こ
で
Ｘ
ら
は
、
同
年
八
月
七
日
に
、
Y
に
対
し
て
上
記
各
口
座
の
預
金
払
戻
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
本
件
訴
状
は
同
月

一
三
日
に
、
Y
に
送
達
さ
れ
た
。
こ
の
本
件
訴
状
送
達
に
よ
り
、
Ｘ
ら
は
Y
に
対
し
て
、
本
件
各
口
座
に
係
る
消
費
寄
託
契
約
に
つ

い
て
払
戻
し
を
求
め
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。

４　

と
こ
ろ
で
、
X1
ら
七
名
は
、
健
康
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、「
白
血
病
細
胞
の
抑
制
効
果
が
あ
る
」、「
抗
が
ん
作
用
、
ボ
ケ
防
止
」

な
ど
の
効
能
を
う
た
っ
て
、
健
康
食
品
を
無
許
可
で
販
売
し
、
参
加
し
た
女
性
三
人
に
錠
剤
状
の
健
康
食
品
二
種
類
一
〇
箱
を
計

一
九
万
円
で
販
売
し
た
と
し
て
、
平
成
二
八
年
一
月
二
〇
日
ま
で
に
、
富
山
県
警
南
砺
警
察
署
に
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、｢
医
薬
品
医
療
機
器
等
法｣

と
い
う
）
違
反
の
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
た
。
X1

と
と
も
に
逮
捕
さ
れ
た
Ａ
は
、
X3
会
社
に
健
康
食
品
を
販
売
し
、
健
康
セ
ミ
ナ
ー
で
は
効
能
を
説
明
す
る
講
師
役
も
務
め
て
い
た
。

Ａ
の
会
社
は
、
平
成
二
六
年
に
は
年
間
八
〇
〇
〇
万
円
の
売
り
上
げ
が
あ
り
、
富
山
の
他
、
東
京
、
兵
庫
な
ど
に
セ
ミ
ナ
ー
形
式
の

販
売
網
を
持
っ
て
い
た
。
平
成
二
八
年
二
月
一
〇
日
、
高
岡
区
検
は
X1
を
略
式
起
訴
し
、
高
岡
簡
裁
は
罰
金
五
〇
万
円
の
略
式
命
令

を
下
し
た
。

５　

富
山
県
警
南
砺
警
察
署
長
は
、
同
日
、
Y
の
上
記
各
支
店
長
に
対
し
、「
預
金
口
座
等
の
凍
結
解
除
依
頼
に
つ
い
て
」
と
題
す
る

同
月
八
日
付
け
文
書
に
よ
り
、
口
座
凍
結
の
解
除
を
依
頼
し
た
。
そ
の
た
め
、
Y
は
同
日
、
本
件
各
取
引
停
止
措
置
を
解
除
し
た
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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そ
し
て
、
Y
は
同
月
一
七
日
ま
で
に
、
次
の
と
お
り
各
口
座
に
つ
い
て
、
Ｘ
ら
に
預
金
を
払
い
戻
し
た
。
な
お
、
払
戻
金
額
は
基
本

的
に
、
上
記
金
額
に
約
定
の
利
息
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

X1
の
本
件
口
座
一
に
つ
い
て
（
五
一
四
〇
万
七
五
六
二
円
）

本
件
口
座
二
に
つ
い
て
（
一
五
五
万
一
九
〇
円
）

本
件
口
座
三
に
つ
い
て
（
二
〇
万
〇
〇
四
九
円
）
で
、
合
計
五
三
一
五
万
七
八
〇
一
円

X2
の
本
件
口
座
四
に
つ
い
て
（
四
三
〇
万
二
三
七
六
円
）

X3
の
本
件
口
座
五
に
つ
い
て
（
一
一
八
九
万
六
八
二
三
円
）

６　

し
か
し
な
が
ら
Ｘ
ら
は
、

〔
１
〕　

Y
の
取
引
停
止
措
置
の
実
施
に
関
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
な
ど
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な

規
制
を
行
う
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（
一
条
）、
個
人
の
財
産
を
直
接
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
法
二
条
三
項
所
定
の
振
込
利
用
預
金
口
座
に
は
あ
た
ら
な
い
。

〔
２
〕　

し
た
が
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
の
疑
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ

る
疑
い
は
な
い
か
ら
、
本
件
取
引
停
止
措
置
に
は
正
当
な
理
由
が
な
い
。
少
な
く
と
も
、
本
件
口
座
五
へ
の
入
金
は
寝
具
販
売

等
に
よ
る
売
上
金
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
の
疑
い
に
関
わ
る
取
引
と
は
無
関
係
な
口
座
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

説
明
を
し
た
時
点
で
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
は
解
消
さ
れ
た
。

〔
３
〕　

上
記
払
戻
金
額
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
訴
状
送
達
に
よ
り
、
Ｘ
ら
が
Y
に
対
し
て
、
本
件
各
口
座
に
係
る
消

費
寄
託
契
約
に
つ
い
て
払
戻
し
を
求
め
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
平
成
二
七
年
八
月
一
三
日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
八
年
二
月
九

4

獨協法学第104号（2017年12月）

― ―



日
ま
で
の
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
が
発
生
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
控
除
し
た
上
で
、
な
お
も
預

金
口
座
の
残
額
に
つ
い
て
消
費
寄
託
契
約
に
よ
る
寄
託
金
返
還
請
求
を
す
る
と
主
張
し
た
。

具
体
的
に
は
、
口
座
一
・
二
・
三
を
有
す
る
X1
に
つ
い
て
、
一
二
九
万
八
二
八
〇
円

口
座
四
を
有
す
る
X2
に
つ
い
て
、
一
〇
万
七
九
〇
五
円

口
座
五
を
有
す
る
X3
に
つ
い
て
、
二
九
万
八
三
六
円

及
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
催
告
後
の
平
成
二
八
年
二
月
二
七
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金

の
各
支
払
を
求
め
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。

７　

こ
れ
に
対
し
て
、
Y
は
、

〔
Ⓐ
〕　

Ｘ
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
は
財
産
犯
で
は
な
く
被
害
者
が
い
な
い
か
ら
、
法
の
適
用
が
な
い
と
主
張
す
る
が
、

例
え
ば
あ
り
も
し
な
い
効
能
を
謳
っ
て
医
薬
品
等
の
商
品
を
販
売
し
た
場
合
に
は
、
当
該
商
品
の
購
入
者
は
財
産
上
の
被
害
者

に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
に
該
当
し
な
い
と
は
い
え
な
い
と
反
論
し
た
（
Ｘ
の
主
張
〔
１
〕
に
対
す
る
反

論
）。

〔
Ⓑ
〕　

本
件
各
取
引
停
止
措
置
は
、
平
成
二
七
年
七
月
一
三
日
に
、
南
砺
警
察
署
長
か
ら
本
件
凍
結
依
頼
を
受
け
、
本
件
各
口

座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
当
で
あ
る
。
金
融
機
関

は
、
顧
客
に
係
る
被
疑
事
実
や
捜
査
の
進
捗
状
況
を
知
り
得
る
立
場
に
は
な
く
、
特
定
の
預
金
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で

あ
る
か
否
か
に
つ
き
独
自
に
調
査
す
る
権
限
や
能
力
を
持
た
な
い
か
ら
、
捜
査
機
関
か
ら
口
座
凍
結
依
頼
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
従

わ
ざ
る
を
得
な
い
と
反
論
し
た
（
Ｘ
の
主
張
〔
２
〕
に
対
す
る
反
論
）。

〔
Ⓒ
〕　

捜
査
機
関
か
ら
の
口
座
凍
結
依
頼
に
根
拠
が
な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
（
遅
延
損
害
金
等
）
は
、
捜
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査
機
関
に
対
す
る
国
家
賠
償
請
求
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Y
の
支
払
金
額
か
ら
遅
延
損
害
金
を
控
除
し
、
そ
の
残

額
を
請
求
す
る
の
は
失
当
で
あ
る
と
反
論
し
た
（
Ｘ
の
主
張
〔
３
〕
に
対
す
る
反
論
）。 

 
三　

富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
の
紹
介

以
上
の
事
案
に
つ
い
て
、
富
山
地
裁
は
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
。
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
（
平
成
二
七
年

（
ワ
）
第
二
三
六
号
、
原
告
X1
、
X2
会
社
、
X3
会
社
対
被
告
北
陸
銀
行
、
預
金
払
戻
請
求
事
件
）
未
公
刊
で
あ
る
。
次
に
、
同
判
決

の
判
旨
を
紹
介
す
る
。

〔
判
旨
〕　

請
求
認
容
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅰ　
「
被
告
は
、
本
件
各
取
引
停
止
措
置
は
、
被
告
が
南
砺
警
察
署
長
か
ら
平
成
二
七
年
七
月
一
三
日
本
件
各
凍
結
依
頼
を
受
け
、
本

件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
も
の
で
あ
る

旨
、
ま
た
、
金
融
機
関
は
、
顧
客
に
係
る
被
疑
事
実
や
捜
査
の
進
捗
状
況
等
を
知
り
得
る
立
場
に
な
く
、
特
定
の
預
金
口
座
が
犯
罪

利
用
預
金
口
座
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
き
独
自
に
調
査
す
る
権
限
や
能
力
を
持
た
な
い
か
ら
、
捜
査
機
関
か
ら
口
座
凍
結
の
依
頼
が

あ
れ
ば
こ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
旨
主
張
す
る
。

１　

し
か
し
、
救
済
法
の
上
記
…
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
金
融
機
関
は
当
該
預
金
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る

か
ど
う
か
を
捜
査
機
関
等
か
ら
提
供
を
受
け
た
不
正
利
用
に
関
す
る
情
報
や
、
同
情
報
及
び
そ
の
他
の
情
報
に
基
づ
い
て
当
該
預

金
口
座
等
に
係
る
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
行
っ
た
調
査
の
結
果
、
あ
る
い
は
当
該
預
金
口
座
等
に
係

る
取
引
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
独
自
に
判
断
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

（
10
）
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２　

ま
た
、
証
拠
…
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
一
般
社
団
法
人
全
国
銀
行
協
会
は
救
済
法
へ
の
対
応
に
つ
い
て
「
振
り
込
め

詐
欺
救
済
法
に
お
け
る
口
座
凍
結
手
続
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
製
し
、
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
、
救
済

法
三
条
一
項
を
踏
ま
え
、
次
の
①
な
い
し
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
口
座
凍
結
を
実
施
す
る
、
す
な
わ
ち
、

①
捜
査
機
関
、
弁
護
士
会
、
金
融
庁
及
び
消
費
者
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
公
的
機
関
な
ら
び
に
弁
護
士
、
認
定
司
法
書
士
か
ら
の
通

報
が
あ
っ
た
場
合
、
②
被
害
者
か
ら
被
害
の
申
出
が
あ
り
、
振
込
み
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
他
の
取
引
の
状
況
や
口
座

名
義
人
と
の
連
絡
状
況
か
ら
、
直
ち
に
口
座
凍
結
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
、
③
口
座
が
振
り
込
め
詐
欺
等
の
犯
罪
に
利
用
さ
れ

て
い
る
と
の
疑
い
が
あ
る
、
又
は
口
座
が
振
り
込
め
詐
欺
等
の
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
情
報
提
供
が
あ
り
、
次

の
い
ず
れ
か
、
す
な
わ
ち
名
義
人
に
電
話
で
連
絡
し
、
名
義
人
本
人
か
ら
口
座
を
貸
与
・
売
却
し
た
、
紛
失
し
た
、
口
座
開
設
の

覚
え
が
な
い
と
の
連
絡
が
と
れ
た
場
合
、
複
数
回
、
異
な
る
時
間
帯
に
電
話
連
絡
を
し
た
が
、
連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
場
合
、
一

定
期
間
内
に
通
常
の
生
活
口
座
取
引
と
異
な
る
入
出
金
、
又
は
過
去
の
履
歴
と
比
較
す
る
と
異
常
な
入
出
金
が
発
生
し
て
い
る
場

合
、
④
本
人
確
認
書
類
の
偽
造
・
変
造
が
発
覚
し
た
場
合
と
す
る
と
と
も
に
、

３　

金
融
機
関
が
保
有
・
収
集
す
る
情
報
だ
け
で
は
凍
結
に
踏
み
切
れ
な
い
こ
と
が
多
い
利
殖
勧
誘
事
犯
等
で
は
、
捜
査
機
関
等
の

確
度
の
高
い
外
部
情
報
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
し
、
入
出
金
履
歴
チ
ェ
ッ
ク
、
口
座
名
義
人
へ
の
利
用
実
態
等
確
認
に
捜
査
機

関
等
か
ら
の
外
部
情
報
を
踏
ま
え
、
犯
罪
利
用
の
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
す
る
場
合
に
は
口
座
凍
結
を
実
施
し
、
高
い
と
判
断
で

き
な
い
場
合
に
は
口
座
等
を
凍
結
し
な
い
こ
と
を
図
解
で
示
し
、

４　

さ
ら
に
情
報
提
供
元
に
よ
る
情
報
提
供
状
況
の
比
較
と
し
て
、
提
供
元
が
警
察
、
弁
護
士
で
あ
る
場
合
、
罪
状
、
法
的
証
拠
が

明
示
さ
れ
、
ま
た
、
情
報
提
供
元
か
ら
口
座
名
義
人
に
対
し
て
凍
結
要
請
に
至
っ
た
背
景
・
事
情
を
直
接
説
明
し
て
も
ら
う
こ
と

が
可
能
で
口
座
凍
結
が
で
き
る
場
合
が
多
い
と
の
趣
旨
の
記
載
を
し
、
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５　

捜
査
機
関
等
か
ら
の
口
座
凍
結
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
が
あ
っ
た
だ
け
で
直
ち
に
口
座
凍
結
を
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
を
確
度
の
高
い
情
報
と
し
て
考
慮
し
な
が
ら
、
す
み
や
か
に
入
出
金
履
歴
や
取
引
状
況
等
を
確
認
す
る
な
ど
し
て
当
該
口
座

の
犯
罪
利
用
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
判
断
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。」

Ⅱ　
「
さ
ら
に
、
本
件
各
凍
結
依
頼
を
見
る
に
、
南
砺
警
察
署
長
か
ら
発
出
さ
れ
、
被
告
へ
の
情
報
提
供
文
書
と
な
っ
た
前
記
「
預
金

口
座
等
の
凍
結
依
頼
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
書
に
は
、
対
象
口
座
に
係
る
犯
罪
の
種
別
と
し
て
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
（
恐
喝
）、
架

空
請
求
詐
欺
（
恐
喝
）、
融
資
保
証
金
詐
欺
、
還
付
金
等
詐
欺
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
詐
欺
、
出
資
法
（
高
金
利
）

違
反
（
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
融
事
犯
）、
出
資
法
（
預
り
金
）
違
反
（
利
殖
勧
誘
事
犯
）
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
印
を
付
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
あ
る
が
、
印
は
な
く
、「
そ
の
他
（　

）」
の
括
弧
内
に
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
に
関
す
る
法
律
違
反
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
同
記
載
か
ら
は
本
件
各
口
座
に
係
る
同
法
違
反
行
為
が
救
済
法
二
条
三
項
所
定

の
振
込
利
用
犯
罪
行
為
、
す
な
わ
ち
詐
欺
そ
の
他
の
人
の
財
産
を
害
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
で
あ
っ
て
、
財
産
を
得
る
方
法
と
し
て
そ

の
被
害
を
受
け
た
者
か
ら
の
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
み
が
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
直
ち
に
は
判
別
で
き
ず
、
ま
た
、
上
記
法
律

（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
）
の
目
的
（
同
法
一
条
）
等
に
照
ら
し
て
も
同
法
違
反
行
為
が
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
当
た
る
か
ど
う
か

は
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
各
凍
結
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い

が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
に
照
ら
せ
ば
、被
告
の
上
記
主
張
は
、本
件
各
凍
結
依
頼
の
内
容
等
を
踏
ま
え
な
い
も
の
で
あ
り
、採
用
の
限
り
で
は
な
い
。」

Ⅲ　
「
そ
し
て
、
被
告
が
南
砺
警
察
署
長
に
対
し
何
等
の
照
会
も
し
て
い
な
い
こ
と
は
弁
論
の
全
趣
旨
か
ら
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
、
被
告
が
原
告
ら
の
入
出
金
履
歴
や
取
引
状
況
等
を
確
認
す
る
な
ど
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な

い
。
結
局
、
本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
各
取
引
停
止
措
置
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
事
実
に
つ
い
て
立
証
が
な
い
と
い
わ
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ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
あ
る
。」 

四　

富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
の
問
題
点

筆
者
は
、
こ
の
富
山
地
裁
の
判
決
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
七
つ
の
問
題
点
が
あ
る
と
批
判
し
た
。
詳
し
く
は
、
獨
協
法
学
一
〇
一

号
に
掲
載
の
前
稿
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
Ⅰ
〕　

原
判
決
の
判
旨
Ⅰ
の
１
は
、
法
の
二
条
か
ら
四
条
の
規
定
を
根
拠
に
、
金
融
機
関
は
捜
査
機
関
等
か
ら
の
情
報
に
加
え
て
、

「
同
情
報
及
び
そ
の
他
の
情
報
に
基
づ
い
て
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
行
っ

た
調
査
の
結
果
、
あ
る
い
は
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
独
自
に
判
断
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
法
三
条
一
項
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
の
正
当
性
で
あ
る
か
ら
、
債
権

消
滅
手
続
に
関
す
る
四
条
の
規
定
は
無
関
係
で
あ
り
、
法
四
条
に
基
づ
い
て
金
融
機
関
に
重
い
調
査
義
務
を
課
そ
う
と
す
る
原
判

決
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

〔
Ⅱ
〕　

原
判
決
は
、
捜
査
機
関
等
か
ら
通
報
の
み
で
、
口
座
取
引
停
止
措
置
を
と
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
判
旨
Ⅰ
の
４
で
述
べ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
三
つ
の
先
例
と
は
反
対
の
立
場
を
採
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
法
三
条
一
項
の
文
言
や
法
の

趣
旨
（
被
害
者
の
財
産
的
被
害
の
迅
速
な
回
復
や
被
害
の
拡
大
防
止
）
に
も
反
し
て
お
り
、
理
論
的
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

〔
Ⅲ
〕　

原
判
決
の
判
旨
Ⅰ
の
５
は
、
金
融
機
関
は
「
捜
査
機
関
等
か
ら
の
口
座
凍
結
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
が
あ
っ
た
だ

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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け
で
直
ち
に
口
座
凍
結
を
す
る
の
」
は
妥
当
で
は
な
く
、
こ
れ
を
確
度
の
高
い
情
報
と
し
て
考
慮
し
な
が
ら
、
す
み
や
か
に
「
入

出
金
履
歴
」
や
「
取
引
状
況
等
」
を
確
認
す
る
な
ど
し
て
、
当
該
口
座
の
犯
罪
利
用
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
、
金
融
機
関
は
「
独
自

に
」
判
断
す
べ
き
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
問
題
と
な
る
利
殖
勧
誘
事
犯
や
そ
の
他
の
特
殊
詐
欺
に
関
し
て
は
、
内
部
保
有
・
収
集
情
報
の
み
で

は
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
」
と
判
断
す
る
の
は
難
し
く
、
捜
査
機
関
等
か
ら
の
外
部
情
報
こ
そ
が
重
要
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
判
旨
Ⅰ
の
５
が
、
金
融
機
関
が
「
入
出
金
履
歴
」
や
「
取
引
状
況
等
」
を
確
認
す
べ
き
と

強
調
す
る
こ
と
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
Ⅳ
〕　

判
旨
Ⅱ
は
、
本
件
は
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
違
反
」
で
あ
り
、
法

二
条
三
項
所
定
の
振
込
利
用
犯
罪
行
為
、
す
な
わ
ち
振
込
み
が
利
用
さ
れ
た
財
産
犯
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
本
件
各
凍
結
依
頼
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
口
座
取
引
停
止
措
置
を
と
っ
た

被
告
の
行
為
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
例
え
ば
あ
り
も
し
な
い
効
能
を
謳
っ
て
医
薬
品
等
の
商
品
を
販
売
し
た
場
合
に
は
、
当
該
商
品
の
購
入
者

は
財
産
上
の
被
害
者
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
に
該
当
し
な
い
と
は
い
え
な
い
」
の
で
は
な
い
か
。

〔
Ⅴ
〕　

判
旨
Ⅲ
で
、
被
告
が
「
警
察
署
長
に
対
し
何
等
の
照
会
も
し
て
い
な
い
」
こ
と
、
被
告
が
原
告
ら
の
「
入
出
金
履
歴
」
や
「
取

引
状
況
等
」
を
確
認
す
る
な
ど
し
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
「
各
取
引
停
止
措
置
が
正
当
で
あ

る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
事
実
に
つ
い
て
立
証
が
な
い
」
と
し
て
、
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
三
条
一
項
が
、
法
の
目
的
貫
徹
の
た
め
、「
疑
い
」
で
良
い
と
し
て
、
金
融
機
関
に
よ
る
口
座
凍
結
に
関

し
て
迅
速
性
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
て
お
り
、
原
判
決
は
失
当
で
は
な
い
か
。

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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〔
Ⅵ
〕　

原
判
決
は
、
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
被
告
金
融
機
関
に
、
遅
延
損
害
金

の
支
払
い
を
義
務
付
け
た
こ
と
を
意
味
し
、
債
務
不
履
行
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
た
。
し
か
し
、
本
件
警
察
の
情
報
提
供
が
不
適
当

で
あ
る
た
め
に
、
原
告
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
請
求
に
よ
り
問
題
解
決
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

原
判
決
の
結
論
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
法
三
条
一
項
の
立
法
趣
旨
で
あ
る
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
救
済
法
の
立
法
過
程

に
お
い
て
、
被
害
者
救
済
の
実
効
性
を
確
保
す
る
一
方
、
口
座
名
義
人
に
対
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
リ
ス
ク
を
金
融
機
関

に
負
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
基
本
的
な
考
え
方
」
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

〔
Ⅶ
〕　

被
告
は
、
法
三
条
一
項
に
基
づ
く
口
座
取
引
停
止
措
置
の
正
当
性
の
み
な
ら
ず
、
普
通
預
金
等
規
定
に
基
づ
く
口
座
取
引
停

止
措
置
の
正
当
性
も
主
張
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
旨
に
お
い
て
は
、
預
金
規
定
に
基
づ
く
口
座
取
引

停
止
措
置
の
正
当
性
に
関
し
て
は
、
全
く
判
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
預
金
規
定
に
基
づ
く
口
座
取
引
停
止
措
置
の
是
非
が
中
心
的
争
点
と
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
件
で
は
、
原
告
に
つ

い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
法
違
反
に
よ
り
略
式
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
以
上
、
本
判
決
の
結
論
と
し
て
、
原
告
敗
訴
の
判
断
が
下

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

五　

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
の
紹
介

原
判
決
で
敗
訴
し
た
被
告
Ｙ
銀
行
は
、
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
に
控
訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
は
次
の
よ

う
な
判
断
を
下
し
た
。
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（
平
成
二
八
年
（
ネ
）
第
一
五
〇
号
、
控
訴
人
北
陸

銀
行
対
被
控
訴
人
X1
、
X2
会
社
、
X3
会
社
、
預
金
払
戻
請
求
事
件
）
未
公
刊
で
あ
る
。
次
に
、
同
判
決
の
判
旨
を
紹
介
す
る
。

（
18
）

（
19
）
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〔
判
旨
〕　

原
判
決
取
消
、
被
控
訴
人
ら
の
請
求
棄
却
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
第
三　

当
裁
判
所
の
判
断

１　

救
済
法
三
条
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴　

救
済
法
二
条
三
項
は
、
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
詐
欺
そ
の
他
の
人
の
財
産
を
害
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
で
あ
っ
て
、

財
産
を
得
る
方
法
と
し
て
そ
の
被
害
を
受
け
た
者
か
ら
の
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
み
が
利
用
さ
れ
た
も
の
を
い
う
と
し
、
同

条
四
項
一
号
は
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
、
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
お
い
て
上
記
の
振
込
先
と
な
っ
た
預
金
口
座

等
を
い
う
と
し
、
同
法
三
条
一
項
は
、
金
融
機
関
は
、
当
該
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
当
該

預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で

あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
と
規
定
し
て
い

る
。そ

う
す
る
と
、
金
融
機
関
と
し
て
は
、
当
該
金
融
機
関
の
預
金
口
座
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
、
そ
れ
が
救
済
法
所

定
の
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
当
該
預
金
口
座
に
係
る
取
引
の
停
止
（
口
座
凍
結
）
の
措
置
を
要

請
さ
れ
た
場
合
、
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
係
る
事
犯
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
当
該
預
金
口
座
が

犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
そ
の
要
請
に
応
じ
て
取
引
停
止
の
措

置
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑵　

救
済
法
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
金
融
機
関
は
当
該
預
金
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

か
否
か
を
独
自
に
判
断
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
相
応
の
調
査
を
尽
く
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る

が
、
預
金
口
座
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
元
が
捜
査
機
関
で
あ
り
、
か
つ
、
捜
査
中
の
案
件
に
係
る
場
合
に
お
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い
て
は
、
捜
査
機
関
が
金
融
機
関
か
ら
照
会
を
受
け
た
と
し
て
も
、
密
行
性
を
旨
と
す
る
捜
査
の
性
質
上
、
被
疑
事
件
に
つ

い
て
罪
名
以
外
の
具
体
的
な
内
容
を
捜
査
機
関
が
開
示
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
か
も
、
金
融
機
関
よ
り
遥
か
に
強
力
な

調
査
権
限
を
有
す
る
捜
査
機
関
が
当
該
預
金
口
座
を
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
以
上
、
捜
査
機
関
へ
の

照
会
は
も
と
よ
り
、
金
融
機
関
が
何
ら
か
の
調
査
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
上
記
の
解

釈
は
、
一
般
社
団
法
人
全
国
金
融
協
会
が
前
記
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
甲
一
一
）
で
示
す
指
針
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

⑶　

な
お
、
救
済
法
四
条
は
、
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
に
お
け
る
公
告
の
求
め
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
は
、
捜
査
機

関
等
か
ら
の
当
該
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
だ
け
で
な
く
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
振
込
利
用

犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
の
状
況
等
に
つ
い
て
行
っ
た
調
査
の
結
果
な
ど
も
勘
案
し
て
、
こ
れ
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ

る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
取
引
停
止
等
の
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
当
該
債
権
の
消
滅
手
続
の
開
始
に
係
る
公
告
を
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
預
金
債
権
の
消
滅
手
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
救
済
法
三
条
所
定
の
取
引
停
止
等
の
措
置
の
よ
う
に
、
振
込
利

用
犯
罪
行
為
が
疑
わ
れ
る
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
一
時
的
に
取
引
を
停
止
す
る
と
い
う
暫
定
的
な
措
置
と
は
異
な
る
の
で
あ

り
、
口
座
名
義
人
の
受
け
る
不
利
益
の
度
合
い
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
預
金
債
権
の
消
滅
手
続
の
一
環
と

し
て
金
融
機
関
の
調
査
が
必
要
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
救
済
法
三
条
所
定
の
取
引
停
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
、

同
様
の
調
査
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

２　

普
通
預
金
等
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て

上
記
の
理
は
、
控
訴
人
の
普
通
預
金
等
規
定
一
一
条
に
基
づ
く
預
金
取
引
の
停
止
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
特
段
の

事
情
の
な
い
限
り
、捜
査
機
関
の
要
請
に
応
じ
て
預
金
取
引
の
停
止（
口
座
凍
結
）の
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
、同
条
の（
二
）

13

続・犯罪利用預金口座の取引停止措置と金融機関の注意義務（新井）

― ―



③
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
が
債
務
不
履
行
等
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

３　

本
件
の
帰
趨
に
つ
い
て

⑴　

前
記
の
と
お
り
、
控
訴
人
は
、
南
砺
警
察
署
長
か
ら
、
本
件
各
口
座
が
医
療
品
医
療
機
器
等
法
違
反
に
よ
る
犯
罪
利
用
預

金
口
座
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
本
件
各
凍
結
依
頼
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
て
本
件
各
取
引
停
止
措
置
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

南
砺
警
察
署
長
の
依
頼
に
関
す
る
案
件
は
捜
査
中
の
被
疑
事
犯
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら
、
上
記
に
い
う
特
段
の
事

情
が
な
い
限
り
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
に
当
た
り
、
そ
れ
以

上
の
調
査
を
す
る
義
務
は
な
く
、
本
件
各
取
引
停
止
措
置
を
実
施
し
た
こ
と
を
も
っ
て
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
特
段
の
事
情
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
本
件
各
凍
結
依
頼
に
係
る
被
疑
事
件
の
罪
名
は
医
療
品
医
療
機

器
等
法
違
反
で
あ
る
と
こ
ろ
、
医
療
品
医
療
機
器
等
法
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療

等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
保
険
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防

止
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
な
ど
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（
同
法
一
条
）、
同
法
違
反
の
行
為
は
、
詐
欺
罪
等
の

よ
う
に
直
接
に
人
の
財
産
を
侵
害
す
る
犯
罪
行
為
で
は
な
い
。
し
か
し
、
医
療
品
医
療
機
器
等
法
所
定
の
承
認
を
受
け
て
い

な
い
効
能
等
を
謳
っ
た
り
、
基
準
に
適
合
し
な
い
医
薬
品
を
販
売
す
る
な
ど
し
た
場
合
（
同
法
八
四
条
、
八
五
条
、
五
五
条
、

五
六
条
等
）、
当
該
医
薬
品
の
購
入
者
は
同
法
違
反
の
行
為
に
よ
り
財
産
上
の
損
害
を
被
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
被
疑
事
犯
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
控
訴
人
が
捜
査
機
関
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
前
提
と
す
れ
ば
、
同
法
違
反

の
振
込
利
用
犯
罪
行
為
が
あ
り
、本
件
各
口
座
は
犯
罪
利
用
預
金
口
座
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
、
南
砺
警
察
署
長
な
ど
捜
査
機
関
側
か
ら
罪
名
以
外
に
被
疑
事
件
の
具
体
的
な
内
容
が
開
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
他
、
特
段
の
事
情
が
存
在
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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⑵　

し
た
が
っ
て
、
控
訴
人
が
本
件
各
凍
結
依
頼
に
応
じ
、
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め

て
本
件
各
取
引
停
止
措
置
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
違
法
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
控
訴
人
は
、
南
砺
警
察
署
長
か
ら
、
本
件
各
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
な
く
な
っ
た
と
し
て

口
座
凍
結
を
解
除
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
直
ち
に
本
件
各
取
引
停
止
措
置
を
解
除
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
一
連
の
行
為
は
正
当
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
被
控
訴
人
ら
は
、
少
な
く
と
も
本
件
口
座
五
に
つ
い
て
、
被
控
訴

人
Ｔ
Ｍ
Ｇ
Ｇ
が
医
療
品
医
療
機
器
等
法
違
反
の
疑
い
に
関
わ
る
取
引
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
か
ら
、
そ
の
時

点
に
お
い
て
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
解
消
さ
れ
た
と
主
張
す
る
が
、
被
疑
事
件
の
当
事
者
又
は
そ
の
密
接
な
関

係
者
と
思
わ
れ
る
口
座
名
義
人
が
そ
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が

解
消
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
被
控
訴
人
ら
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

⑶　

そ
う
す
る
と
、
被
控
訴
人
ら
は
、
平
成
二
八
年
二
月
一
七
日
ま
で
に
本
件
各
口
座
に
つ
い
て
利
息
を
含
め
て
預
金
の
払
戻

し
を
受
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
が
預
金
の
払
戻
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
そ
の
一
部
を
履
行
遅
滞
に
よ
っ
て
生
ず
る
遅
延
損
害
金
に
充
当
す
る
こ
と
は
失
当
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
被
控
訴

人
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。

第
四　

結
論

よ
っ
て
、
被
控
訴
人
ら
の
本
件
請
求
を
い
ず
れ
も
認
容
し
た
原
判
決
は
相
当
で
な
い
か
ら
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
被
控
訴

人
ら
の
本
件
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。」
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六　

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
の
分
析
と
検
討

１　

本
控
訴
審
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
告
Ｘ
ら
を
勝
訴
さ
せ
た
原
判
決
を
取
り
消
し
、
被
控
訴
人
（
＝
原
告
Ｘ
ら
）

の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
以
下
、
本
判
決
を
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
少
し
長
く
引
用
・
紹
介
し
た
、
本
判
決

の
論
理
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

２
⑴　

本
判
決
は
、
判
旨
１
（
救
済
法
三
条
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て
）
で
、
法
三
条
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て

検
討
し
、
判
旨
２
（
普
通
預
金
等
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て
）
で
、
普
通
預
金
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ

い
て
考
察
し
た
上
で
、
判
旨
３
（
本
件
の
帰
趨
に
つ
い
て
）
で
、
あ
て
は
め
（
特
に
、
判
旨
１
及
び
２
の
規
範
定
立
部
分
で
述
べ
た

「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
の
検
討
）
を
し
て
、
判
旨
第
四
（
結
論
）
で
、
そ
の
結
論
を
述
べ
る
と
い
う
論
理
構
造
を
と
っ
て
い
る
。

よ
り
詳
し
く
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
判
決
は
ま
ず
、
判
旨
１
の
⑴
に
お
い
て
、
法
二
条
三
項
の
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
の
定
義
と
、
同
条
四
項
一
号
の
「
犯
罪
利

用
預
金
口
座
等
」
の
定
義
を
確
認
し
て
、
法
三
条
一
項
の
規
定
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、「
そ
う
す
る
と
、」
捜
査
機
関
等
か
ら
、

そ
れ
が
法
所
定
の
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
当
該
預
金
口
座
に
係
る
取
引
の
停
止
（
口
座
凍
結
）
の
措
置

を
要
請
さ
れ
た
場
合
、〔
①
〕
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
係
る
事
犯
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、〔
②
〕
当
該
預

金
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
「
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
」、
そ
の
要
請
に
応
じ
て
取
引
停

止
の
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
範
定
立
す
る
。

こ
の
判
示
部
分
は
、
原
判
決
が
、
金
融
機
関
は
捜
査
機
関
等
か
ら
の
情
報
の
み
で
直
ち
に
、
迅
速
に
口
座
取
引
停
止
措
置
を
と
る

16

獨協法学第104号（2017年12月）

― ―



の
は
妥
当
で
は
な
く
、
被
害
状
況
の
調
査
や
取
引
状
況
等
を
勘
案
し
て
、「
独
自
に
判
断
」
す
べ
き
と
し
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
筆
者
が
前
稿
の
七
で
述
べ
て
い
た
の
と
、
同
様
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑵　

続
い
て
、
判
旨
１
の
⑵
は
、
金
融
機
関
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
取
引
停
止
の
措
置
を
講
ず
る
際
に

は
、
預
金
口
座
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
元
が
捜
査
機
関
で
あ
り
、
か
つ
、
捜
査
中
の
案
件
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、

捜
査
機
関
へ
の
照
会
は
も
と
よ
り
、
金
融
機
関
が
何
ら
か
の
調
査
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、〔
㋐
〕
捜
査
機
関
が
金
融
機
関
か
ら
照
会
を
受
け
た
と
し
て
も
、
密
行
性
を
旨
と
す
る
捜
査
の
性
質
上
、

被
疑
事
件
に
つ
い
て
罪
名
以
外
の
具
体
的
な
内
容
を
捜
査
機
関
が
開
示
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
か
も
、〔
㋑
〕
金
融
機

関
よ
り
遥
か
に
強
力
な
調
査
権
限
を
有
す
る
捜
査
機
関
が
当
該
預
金
口
座
を
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。

こ
の
判
示
部
分
は
、
判
旨
１
の
⑴
の
規
範
定
立
部
分
で
述
べ
た
内
容
と
、
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
㋐
捜
査
の

密
行
性
と
㋑
捜
査
機
関
の
強
力
な
調
査
権
限
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
で
、
捜
査
機
関
へ
の
照
会
の
み
な
ら
ず
、
金
融
機
関
の
独

自
の
調
査
義
務
も
否
定
し
、
原
判
決
の
よ
う
な
立
場
は
妥
当
で
は
な
く
、
本
判
決
が
そ
の
立
場
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
明
示
的
に
付

言
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
内
容
は
、
筆
者
が
前
稿
の
七
で
述
べ
て
い
た
の
と
、
同
様
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑶　

判
旨
１
の
⑶
は
、「
な
お
」
書
き
と
し
て
、
法
四
条
は
、
預
金
債
権
の
消
滅
手
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
法
三
条
所
定
の
取

引
停
止
等
措
置
の
よ
う
に
暫
定
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
四
条
が
金
融
機
関
に
、
預
金
口
座
等
に
係
る
被
害
の
状
況
等
に
つ
い

て
調
査
を
求
め
て
い
る
と
し
て
も
、
法
三
条
の
取
引
停
止
措
置
等
の
場
合
に
、
同
様
の
調
査
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

こ
の
点
は
、
筆
者
が
正
に
前
稿
の
六
で
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
原
判
決
が
法
三
条
の
要
件
と
、
法
四
条
の
要
件
を
書
き
分

け
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
賛
成
で
あ
る
。
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３　

判
旨
２
は
、
普
通
預
金
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
控
訴
人
の
普
通
預
金
等
規
定
一
一
条
の
⑵
③
に
該
当

す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
が
債
務
不
履
行
等
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。

こ
の
点
は
、
筆
者
が
前
稿
の
十
二
や
注
12
、
注
15
で
、
控
訴
人
（
被
告
Ｙ
銀
行
）
は
普
通
預
金
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
の

有
効
性
に
つ
い
て
も
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
判
決
が
こ
の
主
張
に
関
し
て
全
く
判
示
し
て
い
な
い
の
は
お
か
し

い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
主
張
に
つ
い
て
判
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
控
訴
人
の
普
通
預
金
等
規
定
一
一
条
の
⑵
③
に
該
当
す
る
か
ら
、
控

訴
人
（
被
告
Ｙ
銀
行
）
勝
訴
の
判
断
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
つ
と
に
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
賛
成
で
あ
る
。

４
⑴　

判
旨
３
は
、
判
旨
１
及
び
２
の
規
範
定
立
を
前
提
と
す
る
あ
て
は
め
の
部
分
で
あ
り
、
特
に
判
旨
１
及
び
２
の
規
範
定
立
部
分

で
述
べ
た
「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
の
検
討
を
し
て
い
る
。
判
旨
３
の
⑴
で
は
、「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
本
件
被
疑

事
件
の
罪
名
が
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
で
あ
り
、
同
法
違
反
の
行
為
が
詐
欺
罪
等
の
よ
う
に
、
直
接
に
人
の
財
産
を
侵
害
す
る

犯
罪
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
医
療
品
医
療
機
器
等
法
所
定
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
効
能
等
を
謳
っ
た
り
、
基
準
に
適
合
し
な
い
医
薬
品
を
販
売
す

る
な
ど
し
た
場
合
、
当
該
医
薬
品
の
購
入
者
は
同
法
違
反
の
行
為
に
よ
り
財
産
上
の
損
害
を
被
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
被
疑
事
犯
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
同
法
違
反
の
振
込
利
用
犯
罪
行
為
が
あ
り
、
本
件
各
口
座
は
犯
罪
利
用
預
金
口
座
に
該
当

す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
控
訴
人
（
被
告
Ｙ
銀
行
）
の
〔
Ⓐ
〕
の
反
論
を
容
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
も
前
稿
の
九
で
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

加
え
て
、
判
旨
３
の
⑴
は
、
捜
査
の
密
行
性
か
ら
、
捜
査
機
関
側
か
ら
罪
名
以
外
に
被
疑
事
件
の
具
体
的
な
内
容
が
開
示
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
他
、
特
段
の
事
情
が
存
在
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

⑵　

し
た
が
っ
て
、
判
旨
３
の
⑵
は
、
控
訴
人
（
被
告
銀
行
）
の
取
引
停
止
措
置
は
、
違
法
と
は
い
え
な
い
と
し
、
よ
っ
て
、
判
旨
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３
の
⑶
で
、
被
控
訴
人
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
と
し
て
、
判
旨
４
で
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
被
控
訴
人
ら
の
請
求
を

棄
却
す
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

な
お
、
判
旨
３
の
⑵
の
後
半
で
は
、
本
件
口
座
五
に
つ
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
の
疑
い
あ
る
取
引
と
は
無
関
係
で
あ

る
と
説
明
し
た
時
点
で
、犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
は
解
消
さ
れ
た
と
す
る
被
控
訴
人
Ｘ
ら
の
主
張（
原
告
Ｘ
ら
の
主
張〔
２
〕

後
半
）
に
つ
い
て
、
被
疑
事
件
の
当
事
者
や
密
接
な
関
係
者
が
そ
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
疑
い
が
解
消
さ

れ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。

本
件
口
座
五
の
入
金
原
因
は
、
原
告
Ｘ
ら
の
主
張
〔
２
〕
後
半
に
整
理
し
た
よ
う
に
、「
寝
具
販
売
等
」
に
よ
る
売
上
金
で
あ
り
、

効
能
の
不
明
確
な
寝
具
が
高
額
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
被
害
が
各
地
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
判
決

の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

５　

以
上
の
よ
う
に
、
本
控
訴
審
判
決
は
、
筆
者
が
前
稿
の
六
、七
、九
、十
二
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
結
論
に
は
賛

成
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
控
訴
審
判
決
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
論
理
構
成
に
は
、
問
題
点
も
存
す
る
。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
本
控
訴
審
判
決
の
論
理
的
問
題
に
つ
い
て
、
順
番
に
検
討
し
た
上
で
、
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
最
後
に
、
そ
の
問
題
点

を
克
服
す
る
た
め
に
、
立
法
論
的
考
察
を
し
た
い
と
思
う
。

七　

判
旨
１
の
⑴
に
つ
い
て

１　

判
旨
１
の
⑴
は
、
法
二
条
三
項
、
二
条
四
項
一
号
、
三
条
一
項
を
確
認
す
る
だ
け
で
、「
そ
う
す
る
と
、」
以
下
の
規
範
を
定
立
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
単
純
に
規
範
定
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
法
三
条
一
項
は
、
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「
捜
査
機
関
等
か
ら
当
該
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
提
供
が
あ
る
こ
と
」
の
み
な
ら
ず
、「
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
て
」
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等
の
措
置
を
適

切
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
捜
査
機
関
等
か
ら
の
情
報
提
供
の
み
で
、
即
座
に
金
融

機
関
が
取
引
停
止
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
も
問
題
と
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
係
る
全
銀
協
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」策
定
に
至
る
歴
史
を
紐
解
く
必
要
が
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
先
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
法
三
条
一
項
の
趣
旨
及

び
本
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
経
緯
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２　

法
三
条
一
項
は
、
被
害
者
救
済
と
被
害
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
、
捜
査
機
関
等
か
ら
口
座
の
不
正
利
用
に
関
す
る
情
報
提
供
を

受
け
た
金
融
機
関
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
口
座
停
止
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
当
該
口
座
が
真
に
振
り
込
め
詐
欺
等
の
犯
罪
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
法
三
条
一
項
の
要

件
で
は
な
く
、
そ
の
疑
い
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
警
察
や
弁
護
士
等
か
ら
、
口
座
停
止
依
頼
を
受
け
た
金
融
機
関
は
、
自
ら
が
有
す
る
口
座
情
報
と
警
察
等
か
ら
の

情
報
の
み
し
か
有
し
な
い
一
方
、
振
り
込
め
詐
欺
事
案
で
は
、
口
座
へ
の
入
金
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
出
金
さ
れ
て
し
ま
う
も
多
い
こ

と
か
ら
、
被
害
者
救
済
の
実
を
上
げ
る
と
い
う
法
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
金
融
機
関
に
債
務
不
履
行
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ

る
こ
と
な
く
、
迅
速
に
口
座
凍
結
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
後
的
に
当
該
口
座
が
実
際
に
は
振
り
込
め
詐

欺
等
の
犯
罪
に
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
口
座
取
引
停
止
当
時
に
、
そ
の
疑
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
金
融
機
関
は
一
旦
迅
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速
に
口
座
を
凍
結
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
救
済
の
実
を
上
げ
る
と
い
う
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
口
座
取
引
停
止
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
救
済
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
口
座
を
迅
速
・
積
極
的
に
凍
結
す

る
必
要
が
あ
る
一
方
、
名
義
人
に
対
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
リ
ス
ク
を
金
融
機
関
に
負
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
後
者
の
観
点
か
ら
、
法
案
骨
子
の
取
り
ま
と
め
段
階
で
は
、
公
的
機
関
（
例
え
ば
裁
判
所
）
の
判
断
を
求
め
る
こ
と

も
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
、
人
的
コ
ス
ト
も
含
め
て
公
的
負
担
を
極
小
化
す
る
た
め
に
、
取
引
停
止
措
置
に
つ

い
て
は
金
融
機
関
の
自
主
判
断
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
は
い
か
な
る
場
合
に
、
金
融
機
関
が
口
座

取
引
停
止
措
置
等
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
全
銀
協
は
、
金
融
庁
、
警
察
庁
、
預
金
保
険
機
構
等
の
関

係
官
庁
・
団
体
と
も
調
整
の
上
で
、「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
係
る
全
銀
協
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

本
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
預
金
口
座
取
引
停
止
の
事
由
と
し
て
、「
①
捜
査
機
関
等
か
ら
通
報
さ
れ
た
場
合
。
②
被
害
者
か
ら
申

出
が
あ
り
、
振
込
が
行
わ
れ
た
事
実
が
確
認
で
き
、
た
だ
ち
に
取
引
の
停
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
。
③
第
三
者
か

ら
情
報
提
供
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
以
下
の
ａ
か
ら
ｃ
の
い
ず
れ
か
ま
た
は
す
べ
て
の
連
絡
・
確
認
を
行
っ
た
場
合
。
ａ　

名

義
人
に
電
話
連
絡
し
、
名
義
人
本
人
か
ら
口
座
を
貸
与
・
売
却
し
た
、
紛
失
し
た
、
口
座
開
設
の
覚
え
が
な
い
と
の
連
絡
が
と
れ
た

場
合
。
ｂ　

名
義
人
に
複
数
回
・
異
な
る
時
間
帯
に
電
話
連
絡
を
し
た
が
、
連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
場
合
。
ｃ　

一
定
期
間
内
に
通

常
の
生
活
口
座
取
引
と
異
な
る
入
・
出
金
ま
た
は
過
去
の
履
歴
と
比
較
す
る
と
異
常
な
入
・
出
金
が
発
生
し
て
い
る
場
合
。
④
本
人

確
認
書
類
の
偽
造
・
変
造
が
発
覚
し
た
場
合
。」
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
場
合
に
、
法
三
条
一
項
の
要
件
に
該
当
し
て
、
金
融
機
関
が
口
座
取
引
停
止
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
か
に
関
し
て
は
、
同
条
項
を
具
体
化
す
る
本
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
し
た

が
っ
て
、
各
金
融
機
関
は
口
座
取
引
停
止
等
措
置
の
是
非
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
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で
あ
ろ
う
。

３　

次
に
、
東
京
地
判
平
成
二
三
年
六
月
一
日
判
タ
一
三
七
五
号
一
五
八
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
件
法
律
三
条
一
項
は
、『
金
融
機
関
は
、
当
該
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
当
該
預
金
口
座

等
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。』
と
規
定
し
て
い
る
」。

こ
こ
ま
で
は
、
本
判
決
と
同
様
、
法
三
条
一
項
の
規
定
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
本
判
決
は
す
ぐ
に
「
そ
う
す
る

と
、」
と
規
範
定
立
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
本
件
法
律
は
、
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
み
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
詐
欺
等
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
の
た
め
、
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
及
び
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
等
を
定
め
、
も
っ

て
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
の
財
産
的
被
害
の
迅
速
な
回
復
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
（
一
条
）、

こ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
者
を
可
及
的
速
や
か
に
救
済
し
、
ま
た
、
被
害
の
拡
大
を
防
止

す
べ
く
、
そ
の
三
条
一
項
で
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
そ
の
疑
い
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
れ
ば
取
引
停
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。」

す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
は
、
な
ぜ
三
条
一
項
が
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
そ

の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
取
引
停
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
し
た
の
か
を
、
法
の
目
的
・
趣
旨
に
ま
で
遡
っ
て
、
振
り

込
め
詐
欺
等
被
害
者
の
救
済
と
被
害
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
判
決

は
、
次
の
よ
う
な
規
範
を
定
立
す
る
。

「
同
項
の
文
言
及
び
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
金
融
機
関
は
、『
当
該
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
当
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該
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
が
あ
る
』
場
合
に
は
、
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
、
提
供
さ
れ
た
当
該
情

報
自
体
か
ら
明
ら
か
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
か
、
本
件
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
な
い
こ
と

を
知
っ
て
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
提
供
さ
れ
た
情
報
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
別
途
調
査
す
る
こ
と

な
く
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
て
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
停
止
等
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。」

４　

以
上
の
よ
う
に
、
法
三
条
一
項
に
関
し
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
の
情
報
提
供
の
み
で
、
即
座
に
金
融
機
関
が
取
引
停
止
等
の
措
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
同
条
同
項
の
文
言
か
ら
議
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
の
目
的
や
趣
旨
、

本
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
に
至
る
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
一
つ
の
解
釈
が
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
法
三
条
一
項
の
規
定
か
ら
、

「
そ
う
す
る
と
、」
と
し
て
、
本
控
訴
審
判
決
の
よ
う
な
規
範
が
定
立
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
本
判
決
は
、
捜
査
機
関
等
か
ら
取
引
停
止
措
置
を
要
請
さ
れ
た
場
合
、
金
融
機
関
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
別
途

調
査
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
要
請
に
応
じ
て
取
引
停
止
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。
そ
し

て
、
本
判
決
は
、
そ
の
特
段
の
事
情
の
例
示
と
し
て
、〔
①
〕
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
係
る
事
犯
に
該

当
せ
ず
、
ま
た
、〔
②
〕
当
該
預
金
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
三
年
六
月
一
日
が
、〔
③
〕
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
、
提
供
さ
れ
た
当
該
情
報
自
体
か
ら

明
ら
か
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
か
、〔
④
〕
本
件
口
座
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
提
供
さ
れ
た
情
報
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
別
途
調
査
す
る
こ
と
な
く
犯
罪

利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
て
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
停
止
等
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
解
さ
れ
る
、
と
し
て
い
た
の
に
似
て
は
い
る
が
、
よ
く
確
認
す
る
と
、
そ
の
例
示
内
容
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
違
い
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
本
判
決
に
、
ど
の
よ
う
な
論
理
的
問
題
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
九
で
検
討

す
る
。

八　

判
旨
１
の
⑵
に
つ
い
て

１　

判
旨
１
の
⑵
は
、
金
融
機
関
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
取
引
停
止
の
措
置
を
講
ず
る
際
に
は
、
預
金
口

座
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
元
が
捜
査
機
関
で
あ
り
、
か
つ
、
捜
査
中
の
案
件
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
捜
査
機
関

へ
の
照
会
は
も
と
よ
り
、
金
融
機
関
が
何
ら
か
の
調
査
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
理
由
と
し
て
、〔
㋐
〕
捜
査
機
関
が
金
融
機
関
か
ら
照
会
を
受
け
た
と
し
て
も
、
密
行
性
を
旨
と
す
る
捜
査
の
性
質
上
、
被
疑
事

件
に
つ
い
て
罪
名
以
外
の
具
体
的
な
内
容
を
捜
査
機
関
が
開
示
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
か
も
、〔
㋑
〕
金
融
機
関
よ
り

遥
か
に
強
力
な
調
査
権
限
を
有
す
る
捜
査
機
関
が
当
該
預
金
口
座
を
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。

以
上
の
判
示
は
、〔
㋐
〕
捜
査
の
密
行
性
と
〔
㋑
〕
捜
査
機
関
の
強
力
な
調
査
権
限
を
根
拠
に
、
金
融
機
関
の
独
自
の
調
査
義
務

を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
㋐
〕
と
〔
㋑
〕
の
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、〔
㋑
〕
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

２　

し
か
し
、〔
㋐
〕
捜
査
の
密
行
性
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
理
由
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
、
こ
の
よ

う
な
理
由
付
け
で
は
、
金
融
機
関
内
部
に
、
ま
る
で
振
り
込
め
詐
欺
犯
と
の
内
通
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
捜
査
情
報
を
金

融
機
関
に
も
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
読
め
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
の
救
済
あ
る
い
は
振
り

込
め
詐
欺
そ
の
も
の
の
根
絶
に
は
、
捜
査
機
関
等
と
金
融
機
関
の
密
接
な
連
携
・
協
力
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
捜
査
の
密
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行
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
性
を
損
な
う
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

３　

よ
り
重
要
な
の
は
、
現
在
は
振
り
込
め
詐
欺
以
外
の
特
殊
詐
欺
と
呼
ば
れ
る
事
犯
に
お
い
て
は
、
捜
査
機
関
等
か
ら
の
確
度
の
高

い
外
部
情
報
こ
そ
が
凍
結
判
断
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
事
犯
に
お
い
て
、
金
融
機
関
が
捜
査
機

関
か
ら
の
情
報
を
確
認
す
る
手
段
・
機
会
を
「
捜
査
の
密
行
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
奪
い
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。す

な
わ
ち
、
平
成
二
二
年
二
月
か
ら
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
架
空
請
求
詐
欺
、
融
資
保
証
金
詐
欺
、
還
付
金
等
詐
欺
の
四
類
型
の
み

を
「
振
り
込
め
詐
欺
」
と
呼
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
四
類
型
は
、
①
凍
結
検
討
対
象
口
座
は
、
売
却
・
譲
渡
さ
れ
た
個
人
名
義

が
主
で
、
②
入
出
金
デ
ー
タ
や
口
座
名
義
人
へ
の
連
絡
に
よ
り
得
た
情
報
か
ら
、
犯
罪
利
用
の
蓋
然
性
を
判
断
し
や
す
く
、
③
口
座

凍
結
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
、
口
座
名
義
人
が
権
利
行
使
し
て
く
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
他
方
、
利
殖
勧
誘
事
犯
や
そ
の
他
の
特
殊

詐
欺
は
、①
凍
結
検
討
対
象
口
座
は
、法
人
を
中
心
と
す
る
名
義
人
本
人
が
実
際
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
大
半
で
、②
入
出
金
デ
ー

タ
や
口
座
名
義
人
へ
の
連
絡
に
よ
り
得
た
情
報
か
ら
だ
け
で
は
、
犯
罪
利
用
の
蓋
然
性
を
判
断
す
る
の
が
難
し
く
、
③
口
座
凍
結
措

置
を
講
じ
た
場
合
に
、
口
座
名
義
人
が
権
利
行
使
し
て
く
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
、
④
万
一
、
口
座
名
義
人
が
犯
罪
者
で
は
な
い
場
合

に
は
、
不
渡
・
連
鎖
倒
産
等
の
発
生
お
よ
び
損
害
賠
償
リ
ス
ク
も
大
き
い
か
ら
、
凍
結
に
よ
り
慎
重
な
判
断
が
要
求
さ
れ
、
捜
査
機

関
等
の
確
度
の
高
い
外
部
情
報
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
、
全
銀
協
が
作
製
し
た
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
お
け
る
口
座
凍
結
手

続
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
利
殖
勧
誘
事
犯
や
そ
の
他
の
特
殊
詐
欺
（
本
件
も
こ
の
類
型
に
当
た
る
が
）
に
お
い
て
は
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座

等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
か
の
判
断
が
内
部
保
有
情
報
の
み
で
は
不
明
で
あ
る
た
め
（
七
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
そ
の
調
査
・
確
認
は

法
的
義
務
で
は
な
い
も
の
の
）、
損
害
賠
償
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
捜
査
機
関
に
情
報
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る

25

続・犯罪利用預金口座の取引停止措置と金融機関の注意義務（新井）

― ―



金
融
機
関
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、「
捜
査
の
密
行
性
」
を
理
由
に
、
捜
査
機
関
が
詳
細
な
情
報
の
提
供
を
拒
む

と
し
た
ら
、か
え
っ
て
金
融
機
関
と
し
て
は
口
座
取
引
停
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

４　

以
上
よ
り
、
判
旨
１
の
⑵
が
、
金
融
機
関
の
独
自
の
調
査
義
務
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
あ
げ
た
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、〔
㋑
〕

捜
査
機
関
の
強
力
な
調
査
権
限
は
妥
当
で
あ
る
が
、〔
㋐
〕
捜
査
の
密
行
性
に
関
し
て
は
、
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

九　

判
旨
３
の
⑴
に
つ
い
て

１　

判
旨
３
は
、
判
旨
１
及
び
２
の
規
範
定
立
を
前
提
と
す
る
あ
て
は
め
の
部
分
で
あ
り
、
特
に
判
旨
１
及
び
２
の
規
範
定
立
部
分
で

述
べ
た
〔
①
〕
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
係
る
事
犯
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、〔
②
〕
当
該
預
金
口
座
が
犯

罪
利
用
預
金
口
座
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
の
「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
の
検
討
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
判
旨
３
の
⑴

で
は
、「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
本
件
被
疑
事
件
の
罪
名
が
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
で
あ
り
、
同
法
違
反
の
行
為

が
詐
欺
罪
等
の
よ
う
に
、
直
接
に
人
の
財
産
を
侵
害
す
る
犯
罪
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
特
段
の

事
情
」
の
有
無
に
つ
い
て
、〔
①
〕
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
係
る
事
犯
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
検

討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
医
療
品
医
療
機
器
等
法
所
定
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
効
能
等
を
謳
っ
た
り
、
基
準
に
適
合

し
な
い
医
薬
品
を
販
売
す
る
な
ど
し
た
場
合
、
当
該
医
薬
品
の
購
入
者
は
同
法
違
反
の
行
為
に
よ
り
財
産
上
の
損
害
を
被
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
被
疑
事
犯
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
同
法
違
反
の
振
込
利
用
犯
罪
行
為
が
あ
り
、
本
件
各
口
座
は
犯

罪
利
用
預
金
口
座
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
控
訴
人
（
被
告
Ｙ
銀
行
）
の
〔
Ⓐ
〕
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の
反
論
を
容
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
自
体
に
誤
り
は
な
い
。

３　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
は
、
法
三
条
一
項
の
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判

断
に
お
け
る
「
特
段
の
事
情
」
の
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
法
二
条
三
項
の
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
に
係
る
事

犯
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
論
理
的
に
は
、
本
件
被
疑
事
件
の
罪
名
が
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
で
あ
り
、
同
法
違
反
の
行
為
が
詐
欺
罪
等
の

よ
う
に
、
直
接
に
人
の
財
産
を
侵
害
す
る
犯
罪
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
法
二
条
三
項
の
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
に
あ
た
ら

な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
医
療
品
医
療
機
器
等
法
所
定
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
効
能
等
を
謳
っ
た
り
、
基
準
に
適
合
し
な
い
医
薬
品

を
販
売
す
る
な
ど
し
た
場
合
、当
該
医
薬
品
の
購
入
者
は
同
法
違
反
の
行
為
に
よ
り
財
産
上
の
損
害
を
被
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
被
疑
事
犯
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
同
法
違
反
の
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
に
あ
た
る
の
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
本
判
決
は
、
こ
の
問
題
を
法
三
条
一
項
の
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お

け
る
「
特
段
の
事
情
」
の
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
三
年
六
月
一
日
が
、〔
③
〕
当
該
金
融
機
関
に

お
い
て
、
提
供
さ
れ
た
当
該
情
報
自
体
か
ら
明
ら
か
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座

0

0

0

0

0

0

0

0

等
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
「
特
段
の
事
情
」
の

問
題
と
し
た
の
と
似
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
三
年
六
月
一
日
は
、
明
ら
か
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
「
特
段
の
事
情
」
の
問
題
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
法
三
条
一
項
の
問
題
点
を
特
段
の
事
情
と
し
て

い
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
本
判
決
は
、
当
該
被
疑
事
件
が
明
ら
か
に
振
込
利
用
犯
罪
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

に
係
る
事
犯
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を

「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
け
る
「
特
段
の
事
情
」
の
問
題
と
し
て
お
り
、
論
理
的
に

お
か
し
い
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

４　

な
お
、
判
旨
３
の
⑴
は
、「
捜
査
の
密
行
性
」
か
ら
、
捜
査
機
関
側
か
ら
罪
名
以
外
に
被
疑
事
件
の
具
体
的
な
内
容
が
開
示
さ
れ

（
23
ａ
）
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る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
他
、
特
段
の
事
情
が
存
在
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、「
捜

査
の
密
行
性
」
か
ら
、
捜
査
機
関
側
か
ら
罪
名
以
外
に
被
疑
事
件
の
具
体
的
な
内
容
が
開
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
す
る
の
は
、振
り
込
め
詐
欺
等
撲
滅
に
お
け
る
捜
査
機
関
と
金
融
機
関
の
協
力
体
制
を
揺
る
が
せ
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

賛
成
で
き
な
い
こ
と
は
、
八
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

十　

立
法
論

１　

以
上
の
よ
う
に
、
本
控
訴
審
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
理
論
構
成
に
は
問
題
点
も
あ
り
、
そ
の
理
由
付
け
に
は
賛
成
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
捜
査
の
密
行
性
」
を
理
由
に
、
捜
査
機
関
側
か
ら
罪
名
以
外
に
被
疑
事
件
の
具
体
的
な
内
容

が
開
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
点
と
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
違
反
の
行
為
が
「
振
込
利
用
犯
罪
行

為
」
に
あ
た
る
の
か
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
を
法
三
条
一
項
の
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
」
が
あ
る
か
ど
う
か

の
判
断
に
お
け
る
「
特
段
の
事
情
」
の
問
題
と
し
て
い
る
点
が
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
こ
の
控
訴
審
判
決
の
問
題
点
は
、
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
に
関
す
る
、
よ
り
大
き
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２　

す
な
わ
ち
、
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
に
関
す
る
根
拠
は
、
法
三
条
一
項
あ
る
い
は
預
金
規
定
で
あ
る
。
取
引
停
止
措
置
に
関

す
る
法
三
条
一
項
の
要
件
は
、「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詐
欺
そ
の
他
の
人
の
財

産
を
害
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
で
あ
っ
て
、
財
産
を
得
る
方
法
と
し
て
そ
の
被
害
を
受
け
た
者
か
ら
の
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
み
が
利

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
要
件
の
前
提
と
な
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
取
引
停
止
措
置
に
関
す
る
預
金
規
定
は
、
預
金
口
座
が
「
法
令
や
公
序
良
俗
違
反
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
等
の
場
合
に
、
当
該
口
座
の
取
引
を
停
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
金
融
機
関
に
よ
る
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
の
適
法
性
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
根
拠
が
法
三
条
一
項

で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
被
疑
事
犯
が
財
産
犯
で
あ
る
こ
と
、
振
込
み
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
金
融
機
関
が
主
張
・
立
証
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
が
預
金
規
定
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
法
令
違
反
あ
る
い
は
公
序
良
俗
違
反
が
あ

る
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
れ
ば
良
い
。
す
な
わ
ち
、
金
融
機
関
と
し
て
は
、
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
の
根
拠
を
預
金
規
定
で
あ

る
と
主
張
す
る
ほ
う
が
有
利
な
の
で
あ
る
。

３　

そ
の
た
め
、
筆
者
が
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
最
近
の
裁
判
例
で
は
法
三
条
一
項
の
み
を
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
事
案
は

ほ
ぼ
無
く
な
り
、
預
金
規
定
の
み
あ
る
い
は
両
規
定
に
基
づ
く
取
引
停
止
措
置
で
あ
る
と
金
融
機
関
が
主
張
し
て
、
争
点
と
な
る
事

案
が
相
次
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
の
み
に
よ
る
取
引
停
止
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
リ
ス
ク
が

あ
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
件
の
原
判
決
で
は
、
正
に
こ
の
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
、
金
融
機
関
が
敗
訴
し
た
。
し
か
し
、
金
融
機
関
が
法
三
条
一
項
の
み
を

根
拠
と
し
て
主
張
す
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
に
よ
っ
て
、
訴
訟
の
結
果
が
正
反
対
に
な
る
ま
で
の
効
果
を
導
く
よ
う
な
要
件
の
違
い

は
、
も
は
や
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

４　

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
法
三
条
一
項
の
取
引
停
止
措
置
等
の
要
件
は
、
預
金
規
定
と
同
様
、「
法
令
や
公
序
良
俗
違
反
に
利
用
さ
れ
、

ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
十
分
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
法
改
正
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し

た
い
。
こ
う
す
る
こ
と
で
取
引
停
止
措
置
等
に
関
す
る
法
三
条
一
項
の
要
件
と
、
債
権
消
滅
手
続
に
関
す
る
法
四
条
一
項
の
要
件
は

明
確
に
区
分
さ
れ
る
か
ら
、
原
判
決
の
よ
う
に
、
法
三
条
一
項
と
法
四
条
一
項
の
違
い
を
看
過
し
て
、
両
条
の
要
件
を
合
一
化
し
て

（
24
）
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考
え
る
と
い
う
よ
う
な
誤
判
を
防
止
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
本
判
決
の
よ
う
に
、
法
二
条
三
項
の
「
振
込
利
用
犯
罪

行
為
」
と
、
法
三
条
一
項
の
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
不
適
切
・
不

十
分
な
論
及
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
論
理
的
問
題
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
提
案
に
対
し
て
は
、
法
が
そ
も
そ
も
裁
判
手
続
に
よ
ら
な
い
、
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
の
簡
易
・
迅
速
な
救
済
の
た

め
に
、
議
員
立
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
の
正
式
名
称
は
、「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
い
等
に
関
す
る

法
律
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
預
金
口
座
が
犯
罪
に
利
用
さ
れ
て
い
れ
ば
（
あ
る
い
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
）、
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
法
の
趣
旨
が
被
害
者
の
簡
易
・
迅
速
な
救
済
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
法
四
条
以
下
の
債
権
消
滅
手
続

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
「
振
込
利
用
犯
罪
行
為
」
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、

暫
定
的
な
口
座
停
止
手
続
で
あ
る
法
三
条
一
項
と
法
四
条
以
下
の
債
権
消
滅
手
続
と
は
明
確
に
区
別
で
き
る
と
と
も
に
、
前
述
の
法

の
趣
旨
（
裁
判
手
続
に
よ
ら
な
い
被
害
者
の
簡
易
・
迅
速
な
救
済
制
度
）
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
、
法
三
条
と
法
四
条
を
明
確
に
区
分
す
れ
ば
、
原
判
決
の
よ
う
に
両
条
の
要
件
を
合
一
化
し
て
、
金
融
機
関
の
調
査
義

務
を
重
く
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
誤
判
を
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

平
成
一
九
年
一
二
月
一
四
日
に
議
員
立
法
に
よ
り
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
、
約
一
〇
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
一
〇
年
に
お
け
る
、
法
の
施
行
状
況
や
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
撲
滅
や
そ
の
被
害
者
の
救
済
、
被
害
の
拡
大

防
止
の
た
め
に
、
法
が
さ
ら
に
実
務
界
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
法
改
正
を
な
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）　

筆
者
は
、
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
〇
月
五
日
金
判
一
四
〇
三
号
二
四
頁
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
商
法
研
究
会
で
報
告
し
た
上
で
、
ジ
ュ
リ
ス

ト
誌
に
そ
の
評
釈
を
掲
載
（
新
井
剛
・
ジ
ュ
リ
一
四
五
八
号
八
七
頁
、
二
〇
一
三
年
）
し
た
関
係
で
、
こ
の
富
山
地
判
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日

に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
生
活
文
化
部
の
河
野
通
高
氏
よ
り
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
未
公
刊
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
判
決
の
存
在
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）　

新
井
剛
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
の
取
引
停
止
措
置
に
お
け
る
金
融
機
関
の
注
意
義
務
と
そ
の
責
任
―
富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決

を
契
機
と
し
て
―
」
獨
協
法
学
一
〇
一
号
一
頁
（
二
〇
一
六
年
）。
以
下
、
同
論
文
を
「
前
稿
」
と
呼
ぶ
。

（
3
）　

平
成
一
二
年
一
二
月
一
九
日
に
、
預
金
口
座
が
「
法
令
や
公
序
良
俗
違
反
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
等
の

場
合
に
、
当
該
口
座
の
取
引
停
止
や
強
制
解
約
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
「
ひ
な
型
」
に
新
設
さ
れ
、
各
行
の
預
金
規
定
に
も
同
様
の
条
項
が
挿
入

さ
れ
た
。
齋
藤
秀
典
「
普
通
預
金
規
定
ひ
な
型
等
に
お
け
る
預
金
口
座
の
強
制
解
約
等
に
係
る
規
定
の
制
定
に
つ
い
て
」
金
法
一
六
〇
二
号
一
一

頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
新
井
・
前
稿
一
頁
等
参
照
。

（
4
）　

こ
の
法
律
は
、
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
と
被
害
者
救
済
の
必
要
性
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
議
員
立
法
に
よ
っ
て
平
成
一
九
年
一
二
月
一
四

日
に
成
立
し
、
翌
二
〇
年
六
月
二
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
と
略
称
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
法
律
を
単

に
「
法
」
と
呼
ぶ
。

法
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
ま
ず
、
法
に
関
す
る
問
題
点
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
る
著
書
と
し
て
、
江
野
栄
＝
秋
山
努
『
Ｑ

＆
Ａ　

振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
口
座
凍
結
の
手
続
と
実
践
』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
（
以
下
、
本
書
を
「
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
」
で
引
用
す
る
）。
立
法
経
過
に
つ
い
て
は
、
第
一
六
八
回
国
会
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
会
議
録
第
六
号
（
平
成
一
九
年
一
二
月

四
日
）
を
参
照
。
法
制
定
の
背
景
や
概
要
に
つ
い
て
は
、
与
党
案
提
案
者
の
解
説
と
し
て
、
柴
山
昌
彦
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に

よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
案
（
振
り
込
め
詐
欺
等
被
害
金
返
還
特
別
措
置
法
案
、
い
ず
れ
も
仮
称
）
の
概
要
」
金
法

一
八
〇
一
号
八
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
振
り
込
め
詐

欺
被
害
者
救
済
法
）
お
よ
び
関
連
規
程
の
概
要
」
金
法
一
八
三
七
号
一
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
民
主
党
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
階
猛
「
振
り
込

め
詐
欺
被
害
者
救
済
法
案
の
審
議
過
程
」
銀
法
六
八
四
号
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
衆
議
院
法
制
局
担
当
者
の
解
説
と
し
て
、
田
尾
幸
一
郎
「
犯

罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
」ジ
ュ
リ
一
三
五
二
号
九
三
頁（
二
〇
〇
八
年
）が
あ
る
。ま
た
、

法
に
関
す
る
全
銀
協
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
干
場
力
「『
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
係
る
全
銀
協
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
務
取
扱
手
続
）』
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の
概
要
」
金
法
一
八
四
〇
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
係
る
事
務

取
扱
手
続
に
つ
い
て
」
銀
法
六
九
一
号
二
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
実
務
家
が
実
務
上
の
問
題
点
を
考
察
す
る
主
要
文
献
と
し
て
、
黒
澤
賢
一
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
と
司
法
書
士
の
実
務
対
応
」
登

記
情
報
五
六
三
号
二
六
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
山
田
茂
樹
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
の
活
用
」
現
代
・
消
費
者
法
九
号
五
九
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、

廣
渡
鉄
＝
福
田
隆
行
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
の
実
務
上
の
問
題
点
」
金
法
一
九
二
一
号
九
二
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
水
口
大
弥
「
犯
罪
利
用
口

座
の
取
引
停
止
措
置
と
支
払
拒
絶
に
関
す
る
裁
判
例
」
金
法
一
九
二
一
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
鈴
木
仁
史
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に

か
か
る
裁
判
例
と
金
融
実
務
」
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
四
〇
号
一
三
八
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
上
田
孝
治
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
の
活
用
と

実
務
上
の
留
意
点
」
現
代
・
消
費
者
法
二
二
号
二
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
粢
田
誠
「
最
近
の
判
例
に
見
る
営
業
店
の
預
金
払
戻
し
の
実
務　

第

五
回　

預
金
口
座
の
凍
結
」
銀
法
七
九
九
号
五
二
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
世
取
山
茂
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
定
め
る
被
害
回
復
分
配
金
の
金

融
機
関
か
ら
被
害
者
へ
の
支
払
に
つ
い
て
」
金
法
二
〇
四
七
号
五
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
法
に
疑
問
を
呈
す
る
論
稿
と
し
て
、

菅
原
胞
治「『
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
』の
問
題
点
」銀
法
六
八
四
号
八
頁（
二
〇
〇
八

年
）、
渡
辺
隆
生
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
救
済
法
の
成
立
に
つ
い
て
」
金
法
一
八
二
七
号
四
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

そ
し
て
、
学
者
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
川
地
宏
行
「
取
引
停
止
措
置
が
と
ら
れ
た
犯
罪
利
用
預
金
口
座
に
お
け
る
払
戻
請
求
の
可
否
（
東
京
地

判
平
二
二
・
七
・
二
三
）」
現
代
・
消
費
者
法
一
一
号
九
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
吉
村
信
明
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
か
ら
の
払
戻
請
求
」
ア
ド
ミ

ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
一
九
巻
一
号
一
一
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
同
「
預
金
口
座
取
引
停
止
要
請
を
行
う
『
捜
査
機
関
等
』
に
つ
い
て
」
ア
ド
ミ

ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
二
〇
巻
一
号
三
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
沖
野
眞
巳
「
犯
罪
利
用
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等

に
関
す
る
法
律
を
巡
る
私
法
上
の
問
題
」
金
融
法
務
研
究
会
『
近
時
の
預
金
等
に
係
る
取
引
を
巡
る
諸
問
題
』
六
九
頁
（
二
〇
一
五
年
）
の
ほ
か
、

筆
者
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
注
一
、
注
二
に
掲
記
し
た
も
の
に
加
え
て
、
新
井
剛
・
ジ
ュ
リ
一
五
〇
二
号
一
一
五
頁
（
松
山
地
判
平
成
二
八
年
二

月
一
〇
日
判
批
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

（
5
）　

法
三
条
一
項
は
、
被
害
者
救
済
と
被
害
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
、「
捜
査
機
関
等
か
ら
口
座
の
不
正
な
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
」
を
受

け
た
等
の
場
合
に
、
金
融
機
関
が
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等

の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
6
）　

こ
の
控
訴
審
判
決
も
未
公
刊
で
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
原
判
決
に
関
し
て
、
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
の
河
野
氏
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
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関
係
で
、
そ
の
同
僚
で
あ
る
朝
日
新
聞
本
社
社
会
部
の
阿
部
峻
介
記
者
か
ら
、
控
訴
審
判
決
の
内
容
を
情
報
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。な
お
、以
下
で
は
、こ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
を「
本
判
決
」、

富
山
地
裁
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
判
決
を
「
原
判
決
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

（
7
）　

原
判
決
で
は
、
被
告
銀
行
の
普
通
預
金
等
規
定
一
一
条
二
項
三
号
に
、「
こ
の
預
金
が
法
令
や
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
に
利
用
さ
れ
、
又
は

そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」に
、被
告
は
預
金
取
引
を
停
止
し
、口
座
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
が
、

事
実
認
定
さ
れ
て
い
る
。　

し
か
し
、
後
に
紹
介
す
る
原
判
決
の
判
旨
に
お
い
て
は
、
預
金
規
定
に
基
づ
く
口
座
取
引
停
止
措
置
の
正
当
性
に
関

し
て
は
、
全
く
判
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
8
）　

平
成
二
八
年
一
月
二
一
日
付
け
北
日
本
新
聞
朝
刊
。

（
9
）　

平
成
二
八
年
二
月
一
一
日
付
け
北
日
本
新
聞
朝
刊
。

（
10
）　

判
旨
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
部
分
の
前
の
「
当
裁
判
所
の
判
断　

一
」
の
箇
所
で
、
法
二
条
二
項
、
同
条
四
項
、
三
条
一
項
、
四
条
一
項
一
号
、

同
二
号
、
同
三
号
、
同
四
号
の
各
規
定
の
内
容
を
確
認
し
て
い
る
。

（
11
）　

前
稿
六
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
一
九
～
二
二
頁
）。

（
12
）　

東
京
地
判
平
成
二
三
年
六
月
一
日
判
タ
一
三
七
五
号
一
五
八
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
〇
月
五
日
金
判
一
四
〇
三
号
二
四
頁
、
東
京
地
判

平
成
二
七
年
二
月
二
〇
日LLI/D

B-L07030336
の
三
判
決
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
捜
査
機
関
等
か
ら
の
口
座
凍
結
依
頼
に
関
す
る
情
報
提
供
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
提
供
さ
れ
た
情
報
自
体
が
明
ら
か
に
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
口
座
で
は
な
い
と

金
融
機
関
が
知
っ
て
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
提
供
さ
れ
た
情
報
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
別
途
調
査
す
る
こ

と
な
く
、
取
引
停
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
て
い
る
。

（
13
）　

前
稿
七
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
二
二
～
二
七
頁
）。

（
14
）　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
四
五
頁
、
一
般
社
団
法
人
全
国
銀
行
協
会
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
お
け
る
口
座
凍
結
手
続
に
つ
い
て
」
六
頁
。

（
15
）　

前
稿
八
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
二
七
～
二
八
頁
）。

（
16
）　

前
稿
九
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
二
八
～
三
二
頁
）。

（
17
）　

前
稿
十
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
三
二
～
三
四
頁
）。

（
18
）　

前
稿
十
一
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
三
四
～
三
五
頁
）。
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（
19
）　

前
稿
十
二
（
獨
協
法
学
一
〇
一
号
三
六
～
三
七
頁
）。

（
20
）　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
干
場
・
前
掲
金
法
一
八
四
〇
号
一
三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
銀
法
六
九
一
号
二
一
頁
を
参
照
。

ま
た
以
下
で
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
「
本
件
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
呼
ぶ
。

（
21
）　

上
田
・
前
掲
二
八
頁
は
、「
口
座
が
犯
罪
に
利
用
さ
れ
た
場
合
、
振
込
先
の
口
座
に
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
預
貯
金
が
残
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は

少
な
く
、
す
ぐ
に
出
金
さ
れ
た
り
、
他
の
口
座
へ
資
金
を
移
さ
れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
廣
渡
＝
福
田
・
前

掲
九
四
頁
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
『
振
込
利
用
犯
罪
行
為
』
に
お
い
て
は
、
振
込
先
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
被
害
金
を
そ
の
ま
ま
当
該
口
座

に
と
ど
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
直
ち
に
現
金
化
し
て
払
い
出
す
か
、
マ
ネ
ー･

ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
目
的
で
振
込
先
口
座
以
外
の
預
金
口
座

等
に
資
金
移
動
が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
22
）　

柴
山
・
前
掲
金
法
一
八
〇
一
号
九
頁
注
二
。

（
23
）　

干
場
・
前
掲
金
法
一
八
四
〇
号
一
三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
銀
法
六
九
一
号
二
一
頁
。

（
23
ａ
）　

判
旨
Ⅰ
の
⑴
が
述
べ
る
「
特
段
の
事
情
」
の
例
示
を
筆
者
は
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、〔
①
〕
と
〔
②
〕
に
区
分
し
て
読
ん
だ
。「
ま
た
」

と
い
う
接
続
詞
は
、
並
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
九
の
3
に
お
け
る
判
批
も
、
こ
の
読
み
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判

決
は
、
こ
の
よ
う
に
区
分
せ
ず
一
つ
の
例
示
し
か
述
べ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ま
た
」
で
は
な
く
、

「
し
た
が
っ
て
」
と
い
う
接
続
詞
が
使
わ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
24
）　

新
井
・
前
稿
三
頁
以
下
、
特
に
八
頁
〔
ⅳ
〕。
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